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移
管
さ
れ
て
も
、
掛
川
市
あ
る
い
は

掛
川
市
民
に
不
利
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
。
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県
か
ら
こ
の
土
地
を
購
入
す
る
た
め

の
仮
の
方
向
性
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
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地
域
要
望
の
対
応
に
は
、
道
路
橋
梁
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当
初
の
見
込
み
よ
り
も
大
東
、
大
須

賀
地
区
の
受
診
率
が
低
か
っ
た
た
め

で
あ
る
。
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調
査
を
行
い
、
結
果
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
す
る
こ
と
で
、
市
民
の
健
康
向

上
と
看
護
活
動
の
理
解
促
進
に
貢
献

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
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四
月
に
業
者
を
決
定
し
、
七
月
ご
ろ

か
ら
解
体
準
備
に
入
っ
て
い
き
、
二

月
末
の
作
業
終
了
を
予
定
し
て
い

る
。
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国
民
保
護
法
に
よ
り
、
本
部
長
は
市

町
村
長
を
も
っ
て
充
て
る
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
市
長
が
本
部
長
と
な

る
。
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六
月
ま
で
に
各
関
係
団
体
等
と
協
議

を
行
い
、
人
選
を
進
め
て
い
く
。
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人
員
削
減
を
行
う
た
め
の
第
一
歩
と

位
置
づ
け
て
い
る
。
今
後
小
さ
な
組

織
を
目
指
し
て
、
一
層
の
ス
リ
ム
化

を
図
っ
て
い
く
。

維
持
費
等
に
も
計
上
し
て
い
る
。
今

後
、
財
政
状
況
を
勘
案
し
、
補
正
対

応
等
を
含
め
、
検
討
し
て
い
き
た

い
。
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三
位
一
体
改
革
の
影
響
に
よ
り
、
国

庫
補
助
負
担
金
で
は
約
四
億
三
千
万

円
減
、
地
方
交
付
税
で
は
概
算
で
二

十
億
六
千
万
円
程
度
の
減
を
見
込
ん

で
い
る
。
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市
民
の
健
康
と
生
活
習
慣
に
関
す
る
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一般質問�

Q&A
一般質問�
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1 21－1160

市議会の情報は、市役所ホームページでも�
ご覧になれます。�
市議会の情報は、市役所ホームページでも�
ご覧になれます。�
2月定例会の会議録は、6月中旬に掲載を予定し
ています。詳しくは、掛川市議会事務局にお問い
合わせ下さい。�

市のホームページアドレス�

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp
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